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(57)【要約】
　個体の脳活動信号を測定するのに適した装置(1)であ
り、装置が、個体の頭部に配置されることが意図され、
センサーを積載することが意図される構造体(2)を含み
、構造体が、センサーの位置が調節されることを可能に
する。本発明によると、装置の構造体は、頭部の湾曲に
適応可能であり、頭部に沿って、好ましくは、頭蓋の正
中面上で位置決めされることが意図される変形可能な中
央サポート(2)と、中央サポートに対して横方向に延び
、互いに離間した可撓性ガイド(3)と、可撓性ガイド(3)
に沿った調節可能位置において可撓性ガイド(3)に堅固
に接続および固定されたセンサーサポート(41、42)と、
可撓性ガイドを締め付けるためのシステム(5、6)とを含
む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個体の脳活動信号を測定するのに適した装置（１）であって、前記装置が、前記個体の
頭部に配置されることが意図されるとともにセンサーを積載することが意図される構造体
（２）を含み、前記構造体は、前記センサーの位置が調節されることを可能にし、
　前記装置の前記構造体が、
　－　前記頭部の湾曲に適応可能であるとともに、前記頭部に沿って、好ましくは頭蓋の
正中面に位置決めされることが意図される、変形可能な中央サポート（２）と、
　－　前記中央サポートに対して横方向に延び、かつ互いに離間した可撓性ガイド（３）
と、
　－　前記可撓性ガイド（３）に沿った調節可能位置において前記可撓性ガイド（３）に
堅固に接続および固定されたセンサーサポート（４１、４２）と、
　－　前記可撓性ガイドに張力印加するためのシステム（５、６）と、
　を備えることを特徴とする、個体の脳活動信号を測定するのに適した装置。
【請求項２】
　前記可撓性ガイドに張力印加するためのシステムが、
　装着者の頭部の各側部上に、耳の下方で少なくとも局所的に延びるように意図される剛
性の留め具（６）であって、２つの留め具が好ましくは顎ストラップにより接続される、
留め具（６）と、
　弾性ピース（５）であって、各々が、前記弾性ピース（５）の端部のうちの１つの端部
により対応する前記可撓性ガイド（３）の下方の下側末端部に堅固に装着され、各弾性ピ
ース（５）が、対応する前記可撓性ガイド（３）の張力印加を確実なものとするため、前
記留め具（６）に装着されることが意図される、弾性ピース（５）と、
　を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記張力印加するためのシステムが、前記弾性ピースの張力を調節する手段を備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記弾性ピースの張力を調節する手段が、前記弾性ピース（５）のための留め具の貫通
孔（７）を備え、前記貫通孔（７）が、前記弾性ピース（５）の断面未満の寸法をもち、
その結果、
　－　前記弾性ピース（５）の自由端における手動引張力は、前記貫通孔（７）を通って
前記弾性ピースが摺動することをもたらし、従って、前記張力を高めることによる調節を
可能にし、さらに、前記手動引張力が印加されなくなったときに、
　－　前記貫通孔（７）と前記弾性ピース（５）との間の摩擦力が、摺動を防ぐなどして
、対応する前記可撓性ガイドの張力印加を確実なものとする、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記可撓性ガイド（３）が、非弾性材料により作られる、請求項１から４のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項６】
　前記可撓性ガイド（３）が、布により作られる、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記可撓性ガイド（３）が、バンドである、請求項１から６のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項８】
　前記センサーサポート（４１、４２）が、前記可撓性ガイド（３）に沿った調節可能位
置にあり、前記センサーサポート（４１、４２）が、このような位置調節を可能にする前
記可撓性ガイドのためのフィードスルー（４０、４１；４２、４４；４３、４５）を含む
、請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】



(3) JP 2018-501047 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

　手動の調節動作が実行されると、前記センサーサポートが、前記可撓性ガイド（３）と
前記センサーサポート（４１、４２）との間の摩擦力により、前記可撓性ガイドの定位置
に保持される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記センサーサポートの各々が、装着者の頭部に載ることを意図される、特に、エラス
トマで作られた脚（４６）を含む部分を備える、請求項１から９のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項１１】
　支持脚（４６）を含むセンサーサポートの部分は、それぞれ前記支持脚（４６）のいず
れかの側部に位置決めされた２つのいわゆるフィードスルー（４０、４１；４２、４４；
４３、４５）であって、両方が、前記可撓性ガイド（３）の１つと交差したフィードスル
ー（４０、４１；４２、４４；４３、４５）と、
　背面（４７）であって、前記可撓性ガイドの長手区域が、前記背面（４７）において２
つの前記フィードスルー（４０、４１；４２、４４；４３、４５）間の中間の位置に載る
、背面（４７）と、
　を備える、請求項８または９、および１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記センサーサポートの全体または一部が、いわゆるマルチセンサーサポート（４１、
４２）であり、各々が、少なくとも２つの物理的に異なるセンサーを支持することができ
る、請求項１から１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　いわゆるマルチセンサーサポートが、支持脚（４６）のいずれかの側部に位置決めされ
ることが意図される２つのセンサーのためのセンサーサポート（４１）を備える、請求項
１０または１１、および１２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　いわゆるマルチセンサーサポートが、支持脚（４６）の周囲に位置決めされることが意
図される４つのセンサーのためのセンサーサポート（４２）を備える、請求項１０または
１１、および１２または１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記各センサーが、支持脚（４６）を装備したセンサーサポートの部分に対して、摺動
することにより、可動に搭載されることが意図され、圧縮ばねなどのばね要素（４８）が
、前記センサーを、装着者の頭部に向かう方向に向かわせて前記装着者の頭部に載せるよ
うに構成される、請求項１０のみに記載の装置、または、請求項１０を請求項１から９お
よび請求項１１から１４のいずれか一項と組み合わせた装置。
【請求項１６】
　載置支持脚（４６）を装備したセンサーサポートの部分が、固定部（４９；５０）と呼
ばれ、前記センサーサポート（４１、４２）が、前記センサーまたは各センサーに対し、
前記センサーに堅固に装着された、前記固定部に対して可動な可動部（５１、５２；５３
、５４；５５、５６）を備え、前記ばね要素（４８）が、前記センサーサポートの前記固
定部と前記可動部との間に設けられる、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記固定部（４９；５０）が前記センサーまたは各センサーに対し中空形状、特に円筒
形状をもち、前記中空形状の内部において前記可動部が摺動することが意図され、かつ前
記固定部（４９；５０）内に、前記センサーサポートの可動部が、前記センサーを装着す
るための末端部と、前記中空形状の内壁に沿って摺動することが意図される案内面と、を
含む、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記可動部が、前記中空形状の上部開口を通って延びた突出部と、
　ピンなどの係止部材（５７）であって、前記センサーサポート（４１、４２）の固定部
（４９；５０）への前記可動部（５１、５２；５３、５４、５５、５６）の保持と固定と
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の両方を確実なものとするように、かつ前記係止部材が引き抜かれたときに前記固定部（
４９；５０）からの前記可動部（５１、５２；５３、５４、５５、５６）の引き抜きと取
り外しとを可能にするように、前記突出部に取り外し可能な方式で搭載された、ピンなど
の係止部材（５７）と、
　を含む、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記係止部材（５７）が、把持することを意図され、かつ牽引力が輪に印加されたとき
前記頭部の表面から前記センサーが取り外されることを可能にする、輪の形状をとる、請
求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記中央サポート（２）が、長手方向において、複数の貫通路（２０）を有し、複数の
貫通路（２０）が、複数の可撓性ガイド（３）のそれぞれの位置決めおよび保持のために
前記中央サポートの長さに沿って相互に離間され、前記可撓性ガイドの間に規定された異
なる分離した位置を有する、請求項１から１９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
　前記中央サポート（２）が、長手方向に沿って、様々なセンサーのワイヤ接続部を案内
することを意図されるケーブルガイドとして機能する長手路（２１）を形成する、請求項
１から２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２２】
　前記センサーの信号の取得のための電子機器を収容する筐体を備える、請求項１から２
１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記センサーが、脳波記録により信号を測定するための電極、ならびに／または、近赤
外分光により信号を測定するための光検出器および送信機を備える、請求項１から２２の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項２４】
　周囲環境からの光学干渉から前記センサーを分離するような方法で前記装置のセンサー
サポートの構造体に取り付けられることが意図される、遮光材料により作られた取り外し
可能なカバーを備える、請求項１から２３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２５】
　脳波記録と近赤外分光とにより信号を同時に測定するために、前記脳波記録により信号
を測定するための電極と、前記近赤外分光により信号を測定するための光検出器および送
信機と、を備えるセンサーを装備した請求項２３に記載の装置の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個体の頭部上に位置決めされるのに適した、脳活動信号を測定するための装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　装置は、特に、脳波記録により電気的脳活動を測定するためと、近赤外分光により、組
織酸素化などの脳内における循環の流体力学的状態に関するデータを測定するためとの両
方に使用され得る。
【０００３】
　脳波図の取得を可能にする、すなわち、信号の形態で電気的脳活動を記録する、電極を
備える脳波記録装置が知られている。前記装置は、通常「脳波記録ヘッドセット」(また
は、EEGヘッドセット)と呼ばれるヘッドセットまたはキャップを使用して、診断または調
査される個体の頭部上に配置される電気的な電極を備えるセンサーを使用する。布で作ら
れたこのようなキャップは、「Easycap」という商標を付して販売されている。
【０００４】
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　布ヘッドセットは、個体の毛髪を簡単に動かすことができないという欠点をもち、この
ことが、近赤外分光のための信号の取得を妨げる。実際、毛髪は、測定領域から除去され
なければならない。
【０００５】
　加えて、600nmから900nmの間の波長における近赤外分光法(NIRS: near-infrared spect
roscopy)は、信号の形態で血行力学的脳活動を表し得、使用されるセンサーは、「オプト
ード」として知られている、光学的な光子の検出器(光ファイバー、フォトダイオード)ま
たは送信機(光ファイバー、LED)である。
【０００６】
　多くの場合、これらの装置は、電極のみが装備され、脳波図を生成するだけのために設
計されるか、または、代替的に、光送信機と検出器とが装備され、近赤外分光を生成する
ように設計される。言い換えると、これらの専用装置は、脳波記録による、および、近赤
外分光による信号の同時測定が可能ではない。
【０００７】
　電極のために設計された布ヘッドセットは、可撓性があり過ぎるので、頭部の表面に対
するオプトードの正確な配置ができず、そのサポートが重過ぎるので、布の変形をもたら
す。これらの布ヘッドセットは弱過ぎ、記録期間にわたって個体の頭蓋に厳密に直交する
ようにオプトードの配置を保つことができない。さらに、このような可撓性のヘッドセッ
トは、精密な空間分解能、または、脳内で発生する電気的および血行力学的な活動の信頼
性の高い測定が実現できない。
【０００８】
　しかし、特許文献１の従来技術は、頭部に実質的に直交することを意図される軸に対し
て同心に、同じサポート上に配置された電極とオプトードとを備える信号感知装置を含む
。このような装置は、脳波記録による、および近赤外分光による信号の同時測定を可能に
するような方法で、個体の頭部上における所与の対象領域の精密な目標決めを有利に可能
にする。しかし、このようなEEG/NIRS感知装置は、それぞれ、電極とオプトードとである
2つの構造的に独立したセンサーと比較したとき、原価に競争力がないという欠点をもつ
。
【０００９】
　Shimadzu(登録商標)という商標を付して販売されるものなどの、モジュール式ヘッドセ
ットと呼ばれる、電極とオプトードとの装着を組み合わせた、より剛性のあるヘッドセッ
トが知られている。これらの比較的剛性のあるプラスチック材料のヘッドセットは、ポリ
プロピレンにより作られ、頭部全体を覆うと共に、受容されるセンサーの種類に応じた複
数の独立した孔を備える。
【００１０】
　しかし、人の頭部上における前述の装置の配置は、特に、幼い子供および新生児の場合
、頭部の湾曲、毛髪の存在、および装置の柔軟性の欠如が原因となって、電気的および光
学的な装置の接触の質に関して満足できるものではない。さらに、キャップではなく、セ
ンサーまたは電極のためのサポートを形成する、ノードを相互に結合するラテックスまた
はゴムのバンドまたはストラップを備える構造体が知られている。従って、構造体は、毛
髪を通すための窪みを備えるネットワークの形態で製造される。例えば、特許出願である
特許文献２、特許文献３、特許文献４、および特許文献５が引用され得る。
【００１１】
　しかし、ノードの位置は事前に確立され、個体の頭部に対するセンサーと電極との適切
な位置決めを常に可能にするとは限らない。加えて、いくつかの構造体の場合、弾性スト
ラップは発汗を促進し、特に、幼児の場合、頭部に加わる圧力を過度に高め得る。
【００１２】
　さらに、NR Sign Inc.製の「EEG」ヘッドセット(http://www.nrsign.com/eeg-cap/)が
知られており、ヘッドセット構造体は、顎ストラップにより接続された2つの留め具を備
える。2つの留め具は、それぞれ、少なくとも局所的に耳の下方で頭部のいずれかの側部
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に配置されることが意図される。1組のシリコーン弾性糸が、頭部を越えて2つの留め具を
結合し、糸は、頭部に対して横方向に延び、互いに離間している。2つの留め具間に張力
を加えると、各シリコーンスレッドは、個体の頭部とシリコーンスレッドとの間を弾性的
に締め付けられた電極サポートを保持することができ、従って、シリコーンスレッドは、
単に電極サポートに載るだけである。
【００１３】
　このような装置は、シリコーンスレッドに沿った電極サポートの正確な(連続的な)調節
を可能にするという利点をもつ。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】仏国特許出願公開第２８９９０８９号明細書
【特許文献２】仏国特許出願公開第２６２７９７５号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１０／２７４１５３号明細書
【特許文献４】欧州特許出願公開第０５４１３９３号明細書
【特許文献５】国際公開第９９／２２６４２号
【特許文献６】国際公開第２０１２／１５６６４３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　その一方で、本発明者らの発見によると、このようなヘッドセットは、特に、以下に挙
げる主な欠点をもつ。
　-　センサーサポートの設計および占有領域は、少数のEEG電極のみが個体の頭部上に位
置決めされることを可能にし、このような装置は、どのような状況においても、同じ対象
領域の目標決めを可能にする密度において、構造的に独立した電極センサーとオプトード
センサーとの同時位置決めを可能にするわけではない。
　-　このようなヘッドセットの配置、特に、シリコーンスレッドに沿ったセンサーサポ
ートの位置の調節は、個体の頭部上で直接、強制的に実行されなければならず、言い換え
ると、ヘッドセットがマネキンから取り外されると位置設定が損なわれるという点で、マ
ネキンの頭部上でセンサーサポートを事前配置することは不可能である。
【００１６】
　脳活動信号を測定するための装置は、さらに、特許文献６により知られており、個体の
頭部上に取り付けられることが意図され、脳波記録による、および近赤外分光による信号
の同時測定を可能にし、装置は、電極を受容するための部品ならびに、光検出器と送信機
(オプトード)とを受容する他の部品との両方を有する。
【００１７】
　前記装置の構造体は、中央鎖と側鎖とを含み、各々が、互いに対して関節接続され得る
要素結合部材の組立体により形成される。いくつかの結合部材は、電極を支持するのに適
した部品を備え、他の結合部材は、オプトードを支持するための部品を備える。
【００１８】
　本発明者らの発見によると、このような装置構造体は、以下の欠点をもつ。
　-　剛性結合部材の組立体により形成される(中央または側)鎖は、複数の「剛性」接点
において鎖が頭部を押圧するという点で、個体に痛みをもたらす。
　-　このような結合構造体は、結合部材上でとり得る様々な搭載位置において、センサ
ー(電極またはオプトード)の位置の調節を明らかに可能にする。しかし、これは、結合部
材により規定された、事前に確立されたいくつかの離れた位置において位置を設定するこ
とのみを伴い、鎖に沿った連続的な調節を可能にしない。
【００１９】
　-　本発明者らの発見によると、様々なセンサーの密度がさらに向上し得る。
【００２０】
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　本発明により対処される問題は、脳活動信号を測定するための装置を提案することによ
り、上記の欠点を克服することの問題であり、この装置の構造体は、特定の実施形態によ
り、少なくとも次のことを可能にする。
　-　センサー、特に、オプトード送信機/検出器、および/または電極から毛髪を外すよ
うな方法における頭皮へのアクセス、
　-　痛みを起こすような高過ぎる圧力を生成することなく、ユーザーとして装着の快適
さ、
　-　異なる位置における、および、好ましくは、横ガイドに沿って連続的な、様々なセ
ンサーサポートの位置の調節、
　-　マネキンの頭部上において様々なセンサーサポートの位置の事前調節を実行するこ
とを含む装置の取り付けを実行し、次に、そのように用意された装置を、有益には、位置
設定を損なわずに個体の頭部上に配置するため引き抜くこと、および、
　-　対象の目標領域上において脳波記録による、および近赤外分光による信号の同時取
得を可能にする空間密度での多数のセンサー、特に、電極とオプトードとの装着。
【００２１】
　本発明は、さらに、個体の脳活動信号を測定するための装置に関し、前記装置は、前記
個体の頭部上に設置することが意図され、センサーを積載することが意図される構造体を
含み、前記構造体は、センサーの位置が調節されることを可能にする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明によると、装置の前記構造体は、
　-　頭部の湾曲に適応可能で、好ましくは、頭蓋の正中面上で頭部に沿って位置決めさ
れることが意図される、好ましくは、変形可能な中央サポートと、
　-　前記中央サポートに対して横方向に延び、互いに離間した可撓性ガイドと、
　-　可撓性ガイドに沿った調節可能位置において前記可撓性ガイドに堅固に接続および
固定されたセンサーサポートと、
　-　前記可撓性ガイドに張力印加するためのシステムと、
　を備える。
【００２３】
　単独または組み合わせにおける本発明の任意選択的な特徴によると、
　-　可撓性ガイドに張力印加するための前記システムは、装着者の頭部の各側部上に、
耳の下方で少なくとも局所的に延びるように意図される剛性留め具であって、2つの留め
具が、好ましくは、顎ストラップにより接続される留め具と、弾性ピースであって、各々
が、弾性ピースの端部の1つにより対応する可撓性ガイドの下方の下側末端部に堅固に装
着され、各弾性ピースが、対応する可撓性ガイドの張力印加を確実なものとするため前記
留め具に装着されることが意図される弾性ピースとを備える。
【００２４】
　-　前記張力印加システムが、弾性ピースの張力を調節する手段を備える。
【００２５】
　-　弾性ピースの張力を調節する手段が、弾性ピースのための留め具の貫通孔を備え、
前記貫通孔が、弾性ピースの断面未満の寸法をもち、その結果、
　　-　弾性ピースの自由端における手動引張力は、前記貫通孔を通って弾性ピースが摺
動することをもたらし、したがって、張力を高めることによる調節を可能にし、手動力が
印加されなくなったときに、
　　-　貫通孔と弾性ピースとの間の摩擦力が、摺動を防ぐなどして、対応する可撓性ガ
イドの張力印加を確実なものとする。
【００２６】
　-　可撓性ガイドは、非弾性材料により作られる。
【００２７】
　-　可撓性ガイドは、布により作られる。
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【００２８】
　-　可撓性ガイドは、バンドである。
【００２９】
　-　前記センサーサポートは、可撓性ガイドに沿った調節可能位置にあり、前記センサ
ーサポートは、このような位置調節を可能にする、可撓性ガイドのためのフィードスルー
を含む。
【００３０】
　-　手動調節動作が実行されると、センサーサポートは、可撓性ガイドとセンサーサポ
ートとの間の摩擦力により可撓性ガイド上の定位置に保持される。
【００３１】
　-　前記センサーサポートの各々が、装着者の頭部に載ることを意図される、特に、エ
ラストマで作られた脚を含む部分を備える。
【００３２】
　-　前記支持脚を含むセンサーサポートの部分は、それぞれ前記脚のいずれかの側部上
に位置決めされ、いずれも可撓性ガイドの1つと交差した2つのいわゆるフィードスルーな
らびに、前記可撓性ガイドの長手区域が2つのフィードスルー間の中間の位置に載る背面
とを備える。
【００３３】
　-　センサーサポートの全体または一部が、いわゆるマルチセンサーサポートであり、
各々が、少なくとも2つの物理的に異なるセンサーを支持することができる。
【００３４】
　-　前記いわゆるマルチセンサーサポートは、前記支持脚のいずれかの側部に位置決め
されることが意図される2つのセンサーのためのセンサーサポートを備える。
【００３５】
　-　前記いわゆるマルチセンサーサポートサポートは、前記支持脚の周囲に分散される
ことが意図される4つのセンサーのためのセンサーサポートを備える。
【００３６】
　-　各センサーは、支持脚を装備したセンサーサポートの部分に対して、摺動すること
により、可動に搭載されることが意図され、圧縮ばねなどのばね要素が、個体の頭部に向
かう方向にセンサーを拘束し、個体の頭部を押圧するように構成される。
【００３７】
　-　前記支持脚を装備したセンサーサポートの前記部分は、固定部と呼ばれ、前記セン
サーまたは各センサーに対して前記センサーサポートは、センサーが堅固に装着された、
前記固定部に対して可動な可動部を備え、前記ばね要素が、センサーサポートの固定部と
可動部との間に提供される。
【００３８】
　-　前記センサーまたは各センサーに対して前記固定部は、中空形状、特に、円筒形状
であり、その中空形状の内部で、可動部が摺動することが意図され、センサーサポートの
前記可動部が、固定部内にセンサーを装着するための末端部ならびに、中空形状の内壁に
沿って摺動することが意図される案内面とを含む。
【００３９】
　-　前記可動部は、中空形状の上部開口を通って延びた突出部と、センサーサポートの
前記固定部に対する前記可動部の保持および係止を確実にするような方法ならびに、係止
部材が引き抜かれたときに、固定部からの可動部の引き抜きと取り外しとを可能にする方
法との両方で、突出部上に取り外し可能な形態で搭載されたピンなどの係止部材とを含む
。
【００４０】
　-　係止部材は、把持することを意図される輪の形状をとり、牽引力が輪に印加された
とき、頭部の表面からセンサーが取り外されることを可能にする。
【００４１】
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　-　前記中央サポートは、前記可撓性ガイドの間に規定された、異なる分離した位置を
もつ、複数の可撓性ガイドのそれぞれの位置決めと保持とのための、前記中央サポートの
長さに沿って相互に離間した長手方向における複数の貫通路を含む。
【００４２】
　-　前記中央サポートは、様々なセンサーのワイヤ接続部を案内することを意図される
ケーブルガイドとして機能する長手経路を、長手方向に沿って形成する。
【００４３】
　-　装置は、センサー信号のための取得用電子機器を収容する筐体を備える。
【００４４】
　-　装置は、脳波記録により信号を測定するための電極、および/または、近赤外分光に
より信号を測定するための光検出器と送信機とを備えるセンサーを含む。
【００４５】
　-　装置は、周囲環境からの光学干渉からセンサーを分離するような方法で装置のセン
サーサポート構造体に取り付けられることが意図される、遮光材料により作られた取り外
し可能なカバーを備える。
【００４６】
　本発明は、さらに、脳波記録と近赤外分光とにより信号を同時に測定するため、脳波記
録により前記信号を測定するための前記電極と、近赤外分光により前記信号を測定するた
めの前記光検出器および送信機とを備えるセンサーを装備した本発明に従った装置の使用
に関する。
【００４７】
　添付図面と共に以下の説明を読むことにより、本発明がよりよく理解される。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】個体の頭部上に配置された、本発明に従った装置の斜視図である。
【図２】2つのセンサーを含むセンサーサポートの斜視図である。
【図３】2つのセンサーを含むセンサーサポートの上から見た図である。
【図４】2つのセンサーを含むセンサーサポートの、図3に示すIII-III断面に沿った断面
図である。
【図５】本発明の実施形態に従った、ある種類のセンサー、特に、電極に適したセンサー
サポートの可動区域の断面図である。
【図６ａ】本発明の実施形態に従った、ある種類のセンサー、特に、オプトード送信機に
適したセンサーサポートの可動部の断面図である。
【図６ｂ】、本発明の実施形態に従った、ある種類のセンサー、特に、オプトード検出器
に適したセンサーサポートの可動部の断面図である。
【図７】4つのセンサーを含むセンサーサポートの斜視図である。
【図８】4つのセンサーを含むセンサーサポートの上から見た図である。
【図９】4つのセンサーを含むセンサーサポートの、図8に示すVIII-VIII断面に沿った断
面図である。
【図１０】一例に従った中央サポートの上から見た図である。
【図１１】一例に従った中央サポートの図10に示すX-X断面に沿った断面図である。
【図１２】一例に従った中央サポートの正面図である。
【図１３】装置の(右側)留め具の側面図である。
【図１４】装置の(右側)留め具の正面図である。
【図１５】筐体と、そのカバーと、測定信号の取得のための電子機器カードとの分解図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　本発明は、個体の脳活動信号を測定するための装置1に関し、装置は、個体の頭部上に
配置されることが意図され、センサーを積載することが意図される支持構造体を含み、構
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造体は、センサーの位置が調節されることを可能にする。
【００５０】
　本発明によると、装置の構造体は、
　-　頭部の湾曲に適応可能な、好ましくは、頭蓋の正中面上で頭部に沿って位置決めさ
れることが意図される、好ましくは、変形可能な中央サポート2と、
　-　互いに離間した、特に、中央サポートのいずれかの側部上で、中央サポートに対し
て横方向に延びた可撓性ガイド3と、
　-　ガイドに沿った調節可能位置において可撓性ガイドに装着および堅固に接続された
センサーサポート41、42と、
　-　可撓性ガイド3に張力印加するためのシステム5、6と
　を備える。
【００５１】
　可撓性ガイド3は、頭部の表面にわたって分散され、特に、中央サポート2により、既定
の間隔に従って相互に離間する。設置中、この構造体は、頭皮にアクセスすることを可能
にし、従って、可撓性ガイドの間の様々な間隔においてセンサーサポートにより位置決め
されたセンサーから毛髪を外すことを可能にする。
【００５２】
　センサーサポート41、42は、ガイドに沿った調節可能位置においてではあるが、可撓性
ガイド3に装着および堅固に接続される。位置を調節するこの可能性は、特に、調査され
る対象領域に応じて、様々なセンサーの位置を適応させることを可能にする。
【００５３】
　センサーサポート41、42が可撓性ガイド3に堅固に装着され、単に可撓性ガイド3に載る
だけではないということは、マネキンの頭部上における様々なセンサーの位置の事前調節
を含む、構造体の事前組み立てを実行することと、次に、有利には可撓性ガイド3に沿っ
た位置設定を損なわずに、構造体を取り外して個体の頭部上に取り付けることとを有利に
可能にする。
【００５４】
　可撓性ガイドに張力印加するためのシステムは、装着者の頭部の各側部上に、耳の下方
で少なくとも局所的に延びるように意図される剛性または半剛性の留め具6であって、2つ
の留め具6が、好ましくは、顎ストラップ61により接続される、留め具6と、弾性ピース5
であって、各々が、対応する可撓性ガイド3の下側末端部に、弾性ピース5の端部の1つに
より堅固に装着され、各弾性ピース5が、対応する可撓性ガイド3の張力印加を確実なもの
とするため、留め具6に装着されることが意図される、弾性ピース5とを備え得る。
【００５５】
　この有利な実施形態によると、可撓性ガイド3と対応する弾性ピース5とが、別々の要素
部材であり、従って、可撓性ガイドのため、シリコーンまたは別のエラストマ型材料で作
られ得る弾性ピース5の材料と比較すると非弾性である材料(例えば、従来の布)を選択す
ることが可能であることに注意が必要である。
【００５６】
　本発明者らの発見によると、(弾性ピース5の材料と比較した)可撓性ガイド3のための非
弾性材料の選択は、マネキンの頭部上における構造体の事前調節中、構造体がマネキンか
ら外されて、個体の頭部上に配置されたとき、可撓性ガイドが弾性ピース5と同じ材料に
より形成される場合に起こるような位置決めのずれを一切伴わずに、センサーが実質的に
同じ位置に位置決めされることを確実にすることを有利に可能にする。
【００５７】
　特に、センサーサポート41、42が、可撓性ガイド3が通る、後述のサポートのフィード
スルー40、41;42、44;43、45により可撓性ガイドに固定される場合、非弾性(または、伸
びない)材料により作られた可撓性ガイドを選択することは、可撓性ガイドが張力印加さ
れたときに、可撓性ガイドの断面の減少という現象を避けること、または少なくとも制限
することを可能にし、可撓性ガイドが弾性材料により作られる場合に断面を減少させるこ
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とは、可撓性ガイドに沿ったセンサーサポートの位置が損なわれることをもたらす。
【００５８】
　一実施形態によると、可撓性ガイド3とセンサーサポート41、42とは、可撓性ガイド3が
センサーサポート41、42の間の中間位置において、可撓性ガイド3の全長のうちの複数の
区域において完全に、または部分的に個体の頭部を押圧するように構成される。可撓性ガ
イド3の押圧を安定化するため、および、一様な分布を確実なものとするため、各可撓性
ガイドは、その面の1つにより頭部を押圧することを意図されるバンドの形状をとり得る
。
【００５９】
　一実施形態によると、張力印加システムは、弾性ピースの張力を調節する手段を備える
。例えば、図1において非限定的な形態で示されるように、(各弾性ピース5の)弾性ピース
の張力を調節する手段は、弾性ピース5のための留め具の貫通孔7を備え、貫通孔7は、弾
性ピース5の断面未満の寸法をもち、その結果、
　-　弾性ピース5の自由端における手動引張力は、貫通孔7を通って弾性ピースが摺動す
ることをもたらし、従って、張力を高めることによる調節を可能にし、手動力が印加され
なくなったときに、
　-　貫通孔7と弾性ピース5との間の摩擦力が摺動を防ぐなどして、対応する可撓性ガイ
ドの張力印加を確実なものとする。
【００６０】
　このような張力印加システムは、対応する弾性ピースに張力印加することにより、各可
撓性ガイド3の張力の調節をさらに可能にし、可撓性ガイドによりすべてのセンサーサポ
ートが頭部上に拘束されることを可能にする。これは、有利には、連続的な調節の可能性
を伴う。例えば、異なる張力を可能にするため、留め具上に弾性ピースのためのいくつか
のフック位置(図示せず)を提供することによる、特に、非連続調節型の、他の実施形態の
張力調節手段が考えられる。
【００６１】
　図13と図14とに示されるように、留め具は、例えば、後頭部から、耳の下方を通って、
額近傍の側部領域まで続くように延びることが意図される湾曲したプラスチックにより作
られた要素であり得る。複数の貫通孔7は、その長手方向に沿って、調節に最適な位置へ
の弾性ピース5の挿入を可能にする。この要素部材は、皮膚に載る内面が可撓性材料によ
り覆われ得る。
【００６２】
　ガイドに沿ってセンサーサポート41、42を調節する可能性は、可撓性ガイドのためのフ
ィードスルー40、41;42、43、44、45により提供され得、このような位置調節を可能にす
る。可撓性ガイド3に沿ってセンサーサポートを手動で摺動可能とすることにより、その
可撓性ガイドからセンサーサポートを外すことなく、位置調節が有利に実行される。この
手動操作が実行された場合、すなわち、センサーサポートの位置が調節された場合、可撓
性ガイド3上でセンサーサポートの位置を維持することが、可撓性ガイドとセンサーサポ
ート41、42との間の摩擦力により有利に(一意的に)確実なものとされる。
【００６３】
　一実施形態によると、センサーサポート41、42の各々が、装着者の頭部に載ることを意
図される脚46を含む部分を備える。(複数の物理的に異なるセンサーを支持する)マルチセ
ンサーサポートの場合、支持脚46は、好ましくは、支持される様々なセンサーの位置に対
する中央位置にある。脚は、有利には、サポート本体とは異なる可撓性材料、例えば、エ
ラストマで作られ得る。
【００６４】
　一実施形態によると、支持脚46を含むセンサーサポートの部分は、いずれも可撓性ガイ
ド3の1つが通る、それぞれが脚46のいずれかの側部でセンサーサポート上に位置決めされ
た、2つのいわゆるフィードスルー40、41;42、44;43、45と、2つのフィードスルー間40、
41;42、44;43、45の中間の位置において可撓性ガイドの長手区域が押圧する背面47と、を
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備え得る。
【００６５】
　特に、図2と図3とにおいて非限定的な形態で示される本実施形態によると、可撓性ガイ
ド3、特に、バンドは、サポート41の下方から第1のフィードスルー40を通り、背面47に沿
って載りながら延び、次に、サポートの上方から第2のフィードスルー41を通る。センサ
ーサポート41、42の(傾倒に対する)安定性を高めるため、背面47が脚46の真上に有利に位
置決めされ得ることに注意が必要である。
【００６６】
　有利には、センサーサポートの全体または一部は、各々が少なくとも2つの物理的に異
なるセンサーを支持することができるいわゆるマルチセンサーサポート41、42である。こ
のようなマルチセンサーサポートの存在は、対象領域にわたるセンサーの位置の密度を高
めることを有利に可能にする。
【００６７】
　いわゆるマルチセンサーサポートは、支持脚46のいずれかの側部に位置決めされること
が意図される2つのセンサーのためのセンサーサポート41を備え得る。このような一実施
形態は、図2から図4において非限定的な形態で示される。このような場合において、脚46
は、センサー間の中間距離に位置決めされ、次に、可撓性ガイド3のいずれかの側部上に
位置決めされ、その位置にセンサーサポート41が堅固に装着される。このような(「2重」
)センサーサポートは、大きく湾曲した頭蓋の領域にセンサーを位置決めするため、特に
有用である。
【００６８】
　いわゆるマルチセンサーサポートは、支持脚46の周囲に分散されることが意図される4
つのセンサーのための(「4重」)センサーサポート42を備え得る。4つのセンサーは、長方
形(例えば、正方形)の4つの頂点に位置決めされ得る。このような一実施形態は、図7から
図8において非限定的な形態で示される。このような一実施形態は、頭蓋の所与の対象領
域付近に集まった4つのセンサーのグループ化を可能にするが、頭蓋の比較的平らな領域
に適用される必要があるという点で特に興味深い。
【００６９】
　そのため、図1に示されるように、構造体上で(「2重」)センサーサポートと(「4重」)
センサーサポートとが組み合わされ得る。構造体、特に、様々な可撓性ガイド3を可視化
するため、明確であるように、図1がいくつかのセンサーサポートのみを示し、他のセン
サーサポートが示されないという点で、図1が部分図であることがよく理解される。
【００７０】
　有利な実施形態によると、各センサーは、支持脚46を装備したセンサーサポートの部分
に対して摺動することにより、可動に搭載されることが意図され、圧縮ばねなどのばね要
素48が、装着者の頭部に向かう方向にセンサーを拘束して、装着者の頭部を押圧するよう
に構成される。
【００７１】
　有利には、このような一実施形態は、前記センサーまたは各センサーは、頭部に対する
センサーの押圧力を制御しながら、個体の頭部を押圧するように適正に位置決めされるこ
とを確実にすることを可能にする。
【００７２】
　この目的で、ばね要素48、特に、圧縮ばねは、復元力が頭部上にセンサーを押圧するの
に十分であるように選択されるが、力が痛みを伴わないように十分に小さな剛性をもつ。
マルチセンサーサポートの場合、各センサーは、他のセンサーとは無関係に、脚46を装備
した支持部に対して移動し得る。各センサーは、独立したばね要素48を含む。図4(右側)
において非限定的な形態で示されるように、センサーの経路は、経路の高い端部において
、支持脚46のレベルの上方に実質的に上げられるようにされる。言い換えると、図4(左側
)において非限定的な形態で示されるように、センサーが脚の載置面に対応するレベル、
または、その近傍にあるとき、頭部上のセンサーの力は、ばね要素48の選択により、特に
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、その剛性とこの位置におけるその圧縮率(予張力)との選択により制限される。非限定的
な例として、ばね要素48は、40N/mの剛性をもち得、センサーの下端が脚46の載置面と同
レベルである場合、予張力は、0.25Nに規定される。装置の構造体は、負荷の分散により
、点加圧領域を減らすことを可能にする。
【００７３】
　載置支持脚46を装備したセンサーサポートの部分が固定部49;50と呼ばれる一実施形態
によると、センサーサポート41、42は、前記センサーまたは各センサーに対して、センサ
ーに堅固に装着された、固定部に対して可動な可動部51、52;53、54;55、56を備え、セン
サーサポートの固定部と可動部との間にばね要素48が提供される。
【００７４】
　この目的で、示される実施形態によると、固定部49;50は、前記センサーまたは各セン
サーに対して、中空形状、特に、円筒形状をもち、その中空形状の内部を可動部が摺動す
ることが意図される。センサーサポートの可動部は、センサーの装着のための下側末端部
ならびに、中空形状の内壁に沿って摺動することが意図される、特に、円筒形状の案内面
を含む。
【００７５】
　特に、図5と図6aと図6bとに示されるように、センサーサポートの可動部51または52は
、特定の種類のセンサーに特有であり得、従って、アダプタの役割を果たす。装置は、従
って、1組の可動部を備え得、それぞれが、電極、またはオプトードの送信機もしくは検
出器などの、異なる物理的に独立したセンサーの設置のための異なるアダプタを構成する
。例えば、図5に示されるサポートの可動部は、電極の装着に適したアダプタであり、こ
れに対し、図6aと図6bとに示す可動部は、それぞれ、オプトードの送信部と検出部との設
置を可能にする。
【００７６】
　一実施形態によると、可動部は、中空形状の上部開口を通って延びた突出部と、センサ
ーサポート41、42の固定部49;50に対する可動部51、52;53、54、55、56の保持と係止との
両方を確実なものとし、さらに、係止部材が引き抜かれたときに、固定部49;50からの可
動部51、52;53、54、55、56の引き抜きと取り外しとを可能にするような方法で、突出部
上に取り外し可能な方法で搭載されたピンなどの係止部材57とを含む。係止部材57の組み
立てと分解とは、好ましくは、工具を使用せずに実行される。
【００７７】
　係止部材57は、有利には、把持することを意図され、牽引力が輪に印加されたとき頭部
の表面からセンサーが取り外されることを可能にする輪の形状をとり得る。輪は、突出部
の対応する孔内に挿入されることが意図される2つの自由端を含む、例えば、金属製の要
素部材といった弾性変形可能な要素部材である。
【００７８】
　図4の左側に示されるように、前記係止部材57は、設置されると、経路の下端において
固定部に当接し、固定部の中空形状からの可動部の引き抜きを防止する。孔から自由端を
取り外すため、輪を変形させることにより輪が引き抜かれる。輪が引き抜かれると、中空
形状から可動部が引き出され得る。
【００７９】
　センサーの固定部の本体は、プラスチック製部品、特に、射出成形部品であり得、脚は
、本体に装着されたエラストマ製要素部材からなる。同様に、各可動部51、52;53、54、5
5、56は、特に、射出成形されたプラスチック製要素部材であり得る。
【００８０】
　中央サポート2は、前記可撓性ガイドの間に規定された異なる離間した位置をもつ、複
数の可撓性ガイド3のそれぞれの位置決めおよび保持のための、前記中央サポートの長手
方向に沿って相互に離間した、特に、溝の形態の、長手方向における複数の貫通路20を備
え得る。
【００８１】
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　前記中央サポート2は、様々なセンサーのワイヤ接続部を案内することを意図されるケ
ーブルガイドとして機能する長手方向に沿った長手経路2を備え得る。中央サポート2は、
中央バンドを備えるエラストマ製要素部材であり得、その下面は頭部に載ることが意図さ
れ、上面は深さが大きく、それぞれバンドに沿って分散した溝の形態の前記貫通路を備え
る。前記中央サポートは、溝の間に、前記中央バンドと共に長手経路21を形成する、バン
ドの2つの長手縁部に沿った不連続な隆起した縁部22、23を提示し得る。中央サポート2は
、エラストマ材料により作られ得、特に、成形により形成され得る。
【００８２】
　経路21は、センサー信号の取得のための電子機器を収容する筐体に向けてセンサーのワ
イヤ接続部を案内するために使用され得、前記筐体は、構造体に堅固に装着され、後頭部
に位置決めされる。前記筐体は、測定信号、特に、近赤外分光による信号および/または
脳波記録による信号を取得するための電子機器を内部に収容する。近赤外分光の使用の場
合、装置は、周囲環境からの光学干渉からセンサー(特に、オプトード)を分離するような
方法で装置のセンサーサポートの構造体に取り付けられることが意図される、遮光材料に
より作られた取り外し可能なカバー(図示されない)をさらに備え得る。このようなカバー
は、記録条件に従って(すなわち、暗い中で)、装着者が暗い中にいることを必要とせずに
、装着者がNIRS測定を実行することを有利に可能にする。カバーは、センサーサポート上
に負荷をかけないように、軽量遮光材料により作られ得、様々な頭部寸法にカバーを適応
させることができるように、その縁部に締め付ける結合部材および/または弾性ピースを
含み得る。
【符号の説明】
【００８３】
　　1　装置
　　2　中央サポート
　　3　可撓性ガイド
　　41、42　センサーサポート(それぞれ、2つのセンサーまたは4つのセンサーを含む)
　　5　弾性ピース
　　6　留め具
　　7　貫通孔(留め具6)
　　20　貫通路(中央サポート2)
　　21　長手経路(中央サポート2)
　　22、23　隆起した縁部(中央サポート2)
　　40、41　フィードスルー(センサーサポート41)
　　42、43、44、45　フィードスルー(センサーサポート42)
　　46　脚(センサーサポート41または42)
　　47　背面
　　48　ばね要素(例えば、圧縮ばね)
　　49　固定部(センサーサポート41)
　　50　固定部(センサーサポート42)
　　51、52　可動部(センサーサポート41)
　　53、54、55、56　可動部(センサーサポート42)
　　57　係止部材(特に、把持輪)
　　60　筐体(取得用電子機器)
　　61　顎ストラップ
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